
安心して水道水が飲めるように、蛇口などの給水用具、水道の施設、薬品（水を殺菌し
きれいにするために使用）等には、構造・材質・品質についての基準が厚生労働省令で
定められています。

国内に6カ所しかない委託試験所として

（公社）日本水道協会品質認証センターと契約を締結しております。

受託の流れ↓ 浸出性能試験の流れ
試験項目は、規格に基づき、
選定されます。

水道用薬品の試験も行っています。まずはお気軽にお問い合わせください。

浸出性能試験は
お任せください!!

○エコアクション21認証 ○水道GLP認定

株式会社 山梨県環境科学検査センター
お問い合わせ先
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自然の恵みを次世代へ

給水用具・水道用資機材の
浸出性能試験
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試験
対象品

【水道用資機材等】
水道管や配水池の内面に塗られる表
層用材料、濾材等

【水道用薬品等】
凝集剤、粉末活性炭、消毒剤等

【給水用具等】

排水管から分岐して設けられた給

水管とそれに直結する給水用具

適用

規格

●『水道施設の技術的な基準を定め
る省令』
（H12.2.23厚生省令第15号）

●資機材等の材質に関する試験
（H12.2.23厚生省告示第45号）

●日本水道協会 規格
水道用資機材の浸出試験方法
（JWWA Z 108）
など

●『水道施設の技術的な基準を
定める省令』
（H12.2.23厚生省令第15号）

●水道用薬品類の評価のための
試験方法ガイドライン
（H12.3.31厚生省生活衛生局
水道環境部水道整備課長通知）

●水道用薬品の評価試験方法
（JWWA Z 109）
など

●『給水装置（給水用具）の構造
及び材質に関する省令』
（H9.3.19厚生省令第14号）

●給水装置の構造及び材質の
基準に係る試験
（H9.4.22厚生省告示第111号）

●日本工業規格 水道用器具の
浸出性能試験方法
（JIS S 3200-7）
など

試験対象品･適用・基準・規格について

YRCE公式キャラクター
山環くん

お気軽に
お問い合わせ下さい！

家・工場

配水池

取水場

浄水場

水道施設の資機材
・管
・継手
・バルブ類
・シール材 など

給水用具
・給水装置
・給水管
・蛇口
・給湯器 など

水道用薬品
・凝集剤
・粉末活性炭
・消毒剤 など
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